
 
 
 
 
 
 
 
 
  

業務委託の入札契約手続の中止について 

 

広島県東部農林水産事務所尾道農林事業所が執行した次の業務に係る指名競争入札について、業者選

定に誤りがあることが判明したため、入札契約手続を中止した。 

 

１ 業務の概要 

業務名 

令和６年度 

県営ため池等整備事業 

尾道地域第１詳細診断業務 

令和６年度 

県営ため池等整備事業 

尾道地域第２詳細診断業務 

令和６年度 

県営ため池等整備事業 

尾道地域第３詳細診断業務 

業務場所 世羅郡世羅町 三原市 尾道市及び三原市 

業務概要 
ため池の耐震診断４箇所 

（調査ボーリング、安定解析等） 

ため池の耐震診断４箇所 

（調査ボーリング、安定解析等） 

ため池の耐震診断３箇所 

（調査ボーリング、安定解析等）、 

浸水想定区域図作成４箇所 

予定価格 
20,767,000円 

（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

21,266,000円 

（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

18,110,000円 

（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

履行期間 契約締結日の翌日から令和６年 12月 19日まで（予定） 

指名通知日 令和６年５月 14日 

入札期間 令和６年５月 27日から令和６年５月 28日まで 

開札日 令和６年５月 29日 

 

２ 理由 

開札後、総合評価落札方式の審査資料を作成する段階において、指名業者の選定について再確認を行

ったところ、指名基準を満たさない者を指名していたことが判明した。 

このため、入札契約手続の公正性が確保できないと判断し、手続を中止したものである。 

 

３ 今後の対応 

当該業務３件の入札については中止し、再度、入札手続を行う。 

また、指名業者の選定に当たっては、より一層のチェック体制の強化を図り、再発防止に努める。 

 

４ その他 

この度の入札手続の中止により、当該地域のため池診断には遅れが生じるものの、年度内の完了が見

込まれることから、次年度以降の対策（防災工事、監視・経過観察、適正管理など）への影響はない見込

みである。 

 

資 料 提 供 

令和６年６月４日 

担当課： ため池・農地防災担当 農林整備管理課 

担当者：     友瀧          池田 

（業務内容に関すること）    （入札制度に関すること） 

連絡先：     3659         3631   

直通電話：  082-513-3655    082-513-3635 


